
四日市市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和元年１０月４日  

四日市市長   森   智  広  

四日市市条例第３１号 

四日市市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例  

四日市市職員の旅費に関する条例（昭和３８年四日市市条例第５号）の一

部を次のように改正する。  

 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭

和２５年法律第２６１号。以下「法」と

いう。）第２４条第５項の規定に基づき、

公務のために旅行する本市職員（四日市

市職員給与条例（昭和２４年四日市市条

例第１５号。以下「職員給与条例」とい

う。）第２条に規定する職員（ただし、

法第２２条の２第１項第１号に掲げる

職員を除く。）をいう。以下「職員」と

いう。）に対し支給する旅費に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭

和２５年法律第２６１号）第２４条第５

項の規定に基づき、公務のために旅行す

る本市職員（四日市市職員給与条例（昭

和２４年四日市市条例第１５号。以下

「職員給与条例」という。）第２条に規

定する職員）に対し支給する旅費に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

（旅費の支給） （旅費の支給） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 職員が前項第１号の規定に該当する

場合において、法第２８条第４項又は第

２９条の規定により退職等となったと

きは、前項の規定にかかわらず同項の規

定による旅費は、支給しない。 

３ 職員が前項第１号の規定に該当する

場合において、地方公務員法第２８条第

４項又は第２９条の規定により退職等

となった場合には、前項の規定にかかわ

らず同項の規定による旅費は、支給しな

い。 



４及び５ （略） ４及び５ （略） 

６ 第１項、第２項、第４項及び前項の

規定により旅費の支給を受けることが

できる者（その者の扶養親族の旅行につ

いて旅費の支給を受けることができる

場合には、当該扶養親族を含む。）が、

その出発前に旅行命令又は旅行依頼（以

下「旅行命令等」という。）を変更（取

消しを含む。以下同じ。）され、又は死

亡した場合において、当該旅行のため既

に支出した金額があるときは、当該金額

のうちその者の損失となった金額で市

長が定めるものを旅費として支給する

ことができる。 

６ 第１項、第２項、第４項及び前項の

規定により旅費の支給を受けることが

できる者（その者の扶養親族の旅行につ

いて旅費の支給を受けることができる

場合には、当該扶養親族を含む。以下本

条において同じ。）が、その出発前に旅

行命令又は旅行依頼（以下「旅行命令等」

という。）を変更（取消しを含む。以下

同じ。）され、又は死亡した場合におい

て、当該旅行のため既に支出した金額が

あるときは、当該金額のうちその者の損

失となった金額で市長が定めるものを

旅費として支給することができる。 

７ 第１項、第２項、第４項及び第５項

の規定により旅費の支給を受けること

ができる者（その者の扶養親族の旅行に

ついて旅費の支給を受けることができ

る場合には、当該扶養親族を含む。）が、

旅行中交通機関等の事故又は天災その

他市長が定める事情により、概算払を受

けた旅費額（概算払を受けなかった場合

には、概算払を受けることができた旅費

額に相当する金額）の全部又は一部を喪

失した場合には、その喪失した旅費額の

範囲内で市長が定める金額を旅費とし

て支給することができる。 

７ 第１項、第２項、第４項及び第５項

の規定により旅費の支給を受けること

ができる者が、旅行中交通機関等の事故

又は天災その他市長が定める事情によ

り、概算払を受けた旅費額（概算払を受

けなかった場合には、概算払を受けるこ

とができた旅費額に相当する金額）の全

部又は一部を喪失した場合には、その喪

失した旅費額の範囲内で市長が定める

金額を旅費として支給することができ

る。 

 

 

附  則  

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（総務部人事課） 


